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司法行政文書開示通知書

3月26日付け（同月29日受付)で申出のありました司法行政文言の開示につ

いて、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文言の名称等

札幌地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和4年度における裁判事務の分配等に

関する規程の別表第1 （民事部の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割）

及び別表第2 （刑事部の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割） （4月

1日以降の最新版） （片面で7枚）

2 開示の実施方法等

写しの送付

「

担当課総務課電話011-350-4804 (担当飯森）



別表第1

の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割民事部

1 この表において「医事関係訴訟事件」 とは、医療に関する損害賠償又は債務不存在の確認を
求める訴訟事件（移送又は回付のあった事件で合議決定がされている事件を含む。 ）をいう。
2 この表において「建築関係訴訟事件」 とは、次のアから力までに該当する訴訟事件（移送又
は回付のあった事件で合議決定がされている事件を含む。 ）をいう。
ア建物（土地の工作物を含む。以下同じ。 ）の設計、施工若しくは監理の暇疵の有無に関す
る請負代金（設計料、監理料を含む。 ）請求事件又は売買代金請求事件
イ建物の工事の完成の有無に関する請負代金（設計料、監理料を含む。 ）請求事件又は売買
代金請求事件
ウ建物の工事の追加変更の有無に関する請負代金（設計料、監理料を含む。 ）請求事件又は
売買代金請求事件
エ建物の設計若しくは監理の出来高の有無に関する請負代金（設計料、監理料を含む。 ）請
求事件又は売買代金請求事件
オ建物の設計、施工又は監理の暇疵を原因とする損害賠償請求事件
力建物の工事の未完成を原因とする損害賠償請求事件
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▲ 第 1 部

裁判官

の配置

係谷口哲也
係長峰志織
係藪田貴史
木村大慶
北村規哲

１
４
２

総括判事
判事
判事
判事補
判事補

開廷の

日割

合議火曜
単独月曜、水曜日～金曜日

事
件
の
種
類
及
び
割
合

1 通常訴訟事件（車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件、労

2

働訴訟事件、知的財産権訴訟事件、医事関係訴訟事件、建築関係訴訟事件、
共通義務確認訴訟事件、簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件、移送又は
回付のあった事件で合議決定がされている事件を除く。 ） （24分の5）

車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件
を除く。 ） （24分の5）

3労働訴訟事件（24分の5）

4知的財産権訴訟事件（24分の5）

5共通義務確認訴訟事件（24分の5）

6簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件（24分の5）

(医事関係訴訟事件

a

7移送又は回付のあった通常訴訟事件で合議決定がされている事件（医事関係
訴訟事件及び建築関係訴訟事件を除く。 ） （4分の1）

8手形訴訟事件及び小切手訴訟事件（24分の5）

9行政訴訟事件（4分の1）

10控訴事件及び抗告事件(4分の1)

11保全命令事件のうち労働仮処分事件、その命令に対する保全異議の申立事件
及び保全取消しの申立事件（各24分の5）

12共助事件(24分の5)

13人身保護事件(4分の1)

14訴えの提起前の証拠保全の申立事件(5分の1)

15仲裁関係事件(24分の5)

16訴えの提起前の証拠収集の処分等の申立事件(5分の1)
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裁判官

の配置

総括判事
判事
判事
判事補
判事補
判事補
判事補

３
１
２

係
係
係

右田晃
林 由

伊藤吾
高島
奥山直
小林遼
宮原翔

希
一
子
朗
剛
毅
平
子

開廷の

日割

合議月曜、水曜
単独火曜、木曜、金曜

事
件
の
種
類
及
び
割
合

1 通常訴訟事件（車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件、労
働訴訟事件、知的財産権訴訟事件、医事関係訴訟事件、建築関係訴訟事件、
共通義務確認訴訟事件、簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件、移送又は
回付のあった事件で合議決定がされている事件を除く。 ） （24分の7）

2車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件（医事関係訴訟事件
を除く。 ） （24分の7）

3労働訴訟事件（24分の7）

4知的財産権訴訟事件（24分の7）

5 医事関係訴訟事件（全部）

6共通義務確認訴訟事件（24分の7）

7簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件（24分の7）

8移送又は回付のあった通常訴訟事件で合議決定がされている事件（医事関係
訴訟事件及び建築関係訴訟事件を除く。 ） （4分の1）

9手形訴訟事件及び小切手訴訟事件（24分の7）

10行政訴訟事件(4分の1)

11控訴事件及び抗告事件(4分の1)

12保全命令事件のうち労働仮処分事件、その命令に対する保全異議の申立事件
及び保全取消しの申立事件（各24分の7）

13共助事件（24分の7）

14人身保護事件(4分の1)

15訴えの提起前の証拠保全の申立事件(5分の2)

16仲裁関係事件(24分の7)

17訴えの提起前の証拠収集の処分等の申立事件(5分の2)



美 事 第 3 部

裁判官

の配置
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係
係
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１
３
２
４

総括判事
判事
判事補
判事補
判事補

開廷の

日割

合議木曜
単独月曜～水曜、金曜

事
件
の
種
類
及
び
割
合

1 通常訴訟事件（車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件、労
働訴訟事件、知的財産権訴訟事件、医事関係訴訟事件、建築関係訴訟事件、
共通義務確認訴訟事件、簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件、移送又は
回付のあった事件で合議決定がされている事件を除く。 ） （24分の7）

2車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件（医事関係訴訟事件
を除く。 ） （24分の7）

3労働訴訟事件（24分の7）

4知的財産権訴訟事件（24分の7）

5建築関係訴訟事件（全部）

6共通義務確認訴訟事件（24分の7）

7簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件（24分の7）

8移送又は回付のあった通常訴訟事件で合議決定がされている事件（医事関係
訴訟事件及び建築関係訴訟事件を除く。 ） （4分の1）

9手形訴訟事件及び小切手訴訟事件（24分の7）

10行政訴訟事件(4分の1)

l1控訴事件及び抗告事件(4分の1)

12保全命令事件のうち労働仮処分事件、その命令に対する保全異議の申立事件
及び保全取消しの申立事件（各24分の7）

13共助事件(24分の7)

14人身保護事件(4分の1)
q ●

15訴えの提起前の証拠保全の申立事件(5分の1)

16仲裁関係事件(24分の7)

17 訴えの提起前の証拠収集の処分等の申立事件（5分の1）
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裁判官

の配置

総括判事
判事
判事
判事
判事補
判事補
判事補
判事補
判事補

田中寛明
田岡薫征
中西 永
鈴木優香子
堀内綾乃
大塚真史
亀井直子
奥山直毅
宮原翔子

開廷の

日割

月曜～金曜

事
件
の
種
類
及
び
割
合

1 ．民事執行事件（全部）

2保全命令事件（労働仮処分事件を除く。 ） 、その命令に対する保全異議の申
立事件及び保全取消しの申立事件（全部）

3仮登記仮処分命令の申請事件（全部）

4破産事件及び再生事件（全部）

5特別清算事件及び会社更生事件（全部）

6商事非訟事件（全部）

7船舶所有者等責任制限事件及び油濁損害賠償責任制限事件（全部）

8民事非訟事件、借地非訟事件、罹災都市借地借家臨時処理事件及び接収不動
産に関する借地借家臨時処理事件（全部）

9調停事件（訴えの提起後調停に付された事件を除く。 ） （全部）

10訴えの提起等についての特別代理人選任の申立事件（全部）

ll配偶者暴力等に関する保護命令事件（全部）

12財産開示事件（全部）

13第三者からの情報取得事件（全部）

14労働審判事件（全部)

15簡易確定事件（全部）

16過料事件（全部）
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裁判官

の配置

総括判事1係守山修生
判事4係宇．野直紀
判事補3係石川紘紹

開廷の

日割

合議金曜
単独月曜～木曜

事
件
の
種
類
及
び
割
合

1 通常訴訟事件（車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件、労
働訴訟事件、知的財産権訴訟事件、医事関係訴訟事件、建築関係訴訟事件、
共通義務確認訴訟事件、簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件、移送又は
回付のあった事件で合議決定がされている事件を除く。 ） （24分の5）

2車両の事故による損害賠償請求事件及び保険金請求事件（医事関係訴訟事件
を除く。 ） （24分の5）

3労働訴訟事件（24分の5）

4知的財産権訴訟事件（24分の5）

5共通義務確認訴訟事件（24分の5）

6簡易確定決定に対する異議後の訴訟事件（24分の5）

7移送又は回付のあった通常訴訟事件で合議決定がされている事件（医事関係
訴訟事件及び建築関係訴訟事件を除く。 ） （4分の1）

8手形訴訟事件及び小切手訴訟事件（24分の5）

9行政訴訟事件（4分の1）

10控訴事件及び抗告事件(4分の1)

l1保全命令事件のうち労働仮処分事件、その命令に対する保全異議の申立事件
及び保全取消しの申立事件（各24分の5）

12共助事件(24分の5)

13人身保護事件(4分の1)

14訴えの提起前の証拠保全の申立事件(5分の1)

15仲裁関係事件（24分の5）

16訴えの提起前の証拠収集の処分等の申立事件（5分の1）



別表第2

刑事部の裁判官の配置，裁判事務の分配及び開廷の日割

1
l公干|｣同言う]て串1午

(1)裁判員法第2条第1項各号α

（2） その他の法定合議制事件（3

（3） 一人制事件（(4)の事件を除く

（4）刑事訴訟法第350条の2a
2刑事訴訟法第429条の準抗告季
保全及び追徴保全に関する準抗告

3起訴強制事件（3分の1）

4刑事訴訟法第430条の準抗告手
立てを含む。 ） （9分の3）

5刑の執行猶予言渡取消しの請求季

6紀訴前の証人尋問請求事件（3発

(11分のk

事件（4分0
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裁半|｣官

の配置

総括判事1係石田寿
一

判事2係古川善敬
判事補 木村大慶

開廷の

日割

合議

単独

月曜～金曜

月曜～金曜

事
件
の
種
類
及
び
割
合

1公判請求事件

(1)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」 という。 ）
第2条第1項各号の事件（3分の1）

(2) その他の法定合議制事件（3分の1）

(3) 一人制事件（(4)の事件を除く。 ） （11分の3）

(4) 刑事訴訟法第350条の2の申立事件(4分の1)
2刑事訴訟法第429条の準抗告事件（組織的犯罪処罰法第52条第2項等の没収
保全及び追徴保全に関する準抗告事件を含む。 ） （9分の3）

3起訴強制事件（3分の1）

4刑事訴訟法第430条の準抗告事件（刑事確定訴訟記録法第8条第2項の不服申
立てを含む。 ） （9分の3）

5刑の執行猶予言渡取消しの請求事件（3分の1）

6起訴前の証人尋問請求事件（3分の1）

7起訴前の証拠保全請求事件（3分の1）

8共助事件（3分の1）

9医療観察法第33条第1項の申立事件（11分の3）

0

10医療観察法第49条第1項・第2項，第50条，第54条第1項・第2項，第5
5条，第59条第1項・第2項及び第76条第1項・第2項の申立事件（11分
の3）

11医療観察法第72条第1項及び第73条第1項の申立事件(3分の1)

12訴訟費用負担請求事件（刑事訴訟法第187条の2) (3分の1)
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裁判官

の配置

一
子
昭

井戸俊
宇野遥
新宅孝

総括判事1係
判事3係
判事2係

開廷の

日害'l

合議

単独

月曜～金曜

月曜～金曜



起訴前の証拠保全請求事件（3分の1）

共助事件（3分の1）

医療観察法第33条第1項の申立事件（11分の5）

医療観察法第49条第1項・第2項，第50条，第54条第1項・第2項,第5
5条第59条第1項・第2項及び第76条第1項．第2項の申立事件（11分
の5）

医療観察法第72条第1項及び第73条第1項の申立事件（3分の1）

訴訟費用負担請求事件（刑事訴訟法第187条の2） （3分の1）
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裁判官

の配置

総括判事1係井下田英樹

判事補2係加島
一

十

判事補 後藤 紺

開廷の

日割

合議

単独

月曜～金曜

月曜～金曜

事
件
の
種
類
及
び
割
合

1公判請求事件

(1)裁判員法第2条第1項各号の事件(3分の1)
(2) その他の法定合議制事件（3分の1）
(3) 一人制事件（(4)の事件を除く。 ） （11分の3）
(4)刑事訴訟法第350条の2の申立事件(4分の1)
2刑事訴訟法第429条の準抗告事件（組織的犯罪処罰法第52条第2項等の没収
保全及び追徴保全に関する準抗告事件を含む。 ） （9分の3）

3起訴強制事件（3分の1）

4刑事訴訟法第430条の準抗告事件（刑事確定訴訟記録法第8条第2項の不服申
立てを含む。 ） （9分の3）

5刑の執行猶予言渡取消しの請求事件（3分の1）

6起訴前の証人尋問請求事件（3分の1）

7起訴前の証拠保全請求事件（3分の1）

8共助事件（3分の1）

9医療観察法第33条第1項の申立事件（11分の3）

10医療観察法第49条第1項・第2項，第50条 ， 第54条第1項・第2項，第5
5条，第59条第1項・第2項及び第76条第1項・第2項の申立事件（11分
の3）

11医療観察法第72条第1項及び第73条第1項の申立事件(3分の1)

12訴訟費用負担請求事件（刑事訴訟法第187条の2) (3分の1)


